
公益財団法人鳥取県体育協会

（公財）鳥取県体育協会とは
県内スポーツの競技力向上、生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進、文化
活動・地域産業の振興に資する事業を行うことで、県民スポーツに対する意識の
高揚を図るとともに、健康で文化的な県民生活の向上と地域産業の発展に寄与す
ることに取り組んでいます。

賛助会員とは？
鳥取県体育協会の活動に賛同していただける県民や企業等の皆さまに、賛助会員
になっていただき、本県スポーツの振興にご支援いただくものです。

賛助会費（年額）

①企業・団体　一口　１万円
②個人 一口　１千円

①税制優遇制度
公益財団法人への寄付金は、税制上、寄付金控除を受けることができます。

②本会ホームページ等への氏名掲載
③施設利用券の発行
本会が指定管理及び所有する施設でご利用できる、個人利用券を、寄付金

額に応じて発行します。

裏面の申込書に必要事項を記入の上、下記あて郵送、FAX又はメールで送付下さい
ますようお願いいたします。

〔会員様の特典等〕

〔お申込み方法〕

平成３０年度

　電        話：０８５７－２６－７８０２
ファクシミリ：０８５７－２６－８１３３
URL：http://www.sports-tottori.com

〒６８０－８５７０鳥取市東町一丁目２２０番地
　公益財団法人鳥取県体育協会　総務担当

～県民の体力向上及びスポーツ精神の高揚に寄与するために～

賛助会員募集！！

お問い合わせは




